別紙
複合機賃貸借の賃貸方式について
北秋田市が行うカラー複合機賃貸借の賃貸借に係る見積に関し、弊社が契約する場合には、下記のとおり、　　　　三者契約　　　　　をして、北秋田市に賃貸する方式を利用することを　　　　　　　　　　　　　とともにここに誓約します。
記
北秋田市に賃貸する方式について
１　賃貸借契約の締結
[bookmark: _GoBack]　　　賃貸借契約は、北秋田市と弊社と　　　　　　　　　　　　　との三者間で締結します。
２　賃貸債務の履行
賃貸債務につきましては、弊社の責任において賃貸借契約を定めた条件で 
　　　　　　　　　　　　　に履行させます。
３　賃貸料
（1） 賃貸価格
弊社が見積もりした賃貸料で　　　　　　　　　　　　　から賃貸します。
（2） 賃貸料の請求
上記賃貸料を　　　　　　　　　　　　　から請求します。
４　 　　　　　　　　　　　　　の債務不履行
　　　　　　　　　　　　　　　　　が、正当な理由無く賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、弊社が債務を履行します。
令和　　年　　月　　日
北秋田市長　　津　谷　永　光　　殿

（ 弊　社 ）
住　　所　　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名
（法人にあっては、代表者の職氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

（ 第三者 ）
住　　所　　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名
（法人にあっては、代表者の職氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
